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「夏秋いちご」を活用したスイーツの製造・販売事業 

◆ 平成９年に津南町の新規就農者として、東京から移住。平成１３ 
   年に認定農業者として津南町から認定。 
◆ 経営面積は、夏秋いちご１千㎡（５千株）、水稲１．８ha、ユリ２３千 
   本、シイタケ３千菌床、きくらげ１千菌床など多様な作物を栽培。 
◆ 平成２５年に株式会社フェアリーズファームを設立。 

株式会社 フェアリーズファーム 

◆ 自社生産の「夏秋いちご」（３品種：ティンカーベリー、カムイレッド、 
   あましずく）の完熟いちごや一次加工品を活用して、他社商品とは 
   一線を画した魅力ある商品（いちご水饅頭、いちご大福、いちごゆ 
   べし、イチゴシュークリーム）を製造し、直営店舗、ネットショップ等    
   で販売する。 
◆ 平成２６年４月から２名を雇用して、「夏秋いちご」の栽培ハウスを 
     ３棟（３千㎡、１５千株）に増やし、生果の販売拡大と新商品の原材  
     料確保に努める。 ６ 

◆ 自社生産した「夏秋いちご」を活用してスイーツを製造・販売するこ 
     とにより、生産する「夏秋いちご」 の付加価値を高め、経営の安定   
     と拡充を図る。 

加工・直売 

【総合化事業の目標】 

【総合化事業の具体的な内容】 


